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1.ま えがき

HACCPの 維持管理は,寄稿が難しいテー

マだと感じている。ほとんどの人たちに適切

に理解されていなかったからこそ,延々と実

効庄の低い形で運営されてきたHACCP。 そ

こに小さな研修団体がどこまで切りこんでい

けるのか,と 不安にさえ思う。深 く切 りこ

めばおそらく反発も出てくることだろう。「今

までこれで何十年もうまくやってきたのに,

何で今さら蒸し返しをするのか」となじられ

ることを覚膳で, しかし一言申し上げなけれ

ばならない, という切実な義務感から,本稿

を書き上げた。

2.HACCPの維持管理面での問題

おそらくHACCPと いう概念を輸入した当

初から,危害要因分析というものは日本人の

頭のなかでは座り心地の良い場所を見つけら

れなかったのではないかと感じている。今

まで種々の研修で使用されている教材や解説

書類を読んでいて漠然と感じてはいたが,今
回の制度化のために厚生労働省自身が,あ る

いは業界団体に委託して揃えた多数の手引書

を眺めていると, 日本人にとって,こ の危害

要因分析というものは,い まだに非常に難解

な (そ れでも律儀な日本人は何とか自分たち

が使いこなせるようにとさまざまな解釈を編

み出そうとするのだが)今に至るまで,す っ

と腑に落ちるような解釈は見つけ出せていな

いようだ。

日本の官庁,食品業界あるいは関連団体の

優秀な人々がこの手引書作成に動員されたの

だから, 日本人のなかで秀才とよばれる方々

にとっても,危害要因分析は正体もみえずに

悪戦苦闘しなければならない妖′
1蚤 ・鵜のよう

な存在なのだろう。

しかし,危害要因分析はHACCPの GPS
一一一つまり道標なのだから,道標で間違え

ば成果物としてのHACCPプランがまともな

ものになるはずはない。HACCPや HACCP
を包含する認証規格の維持管理での最大の問

題点は,危害要因分析がおざなりのままに体

系が構築され,その構造的な欠陥に一度もメ

スを入れることなく維持されてきたというと

ころにある。私自身も認証規格の初回審査,

維持審査,更新審査に幾度も立ち会ったこと

があるが,審査員にとってもHACCPプ ラ

ンはまるで地雷原のように,そ こに踏み込ん

でいくのはタブーのようにみえる。「そりゃ

あそうでしよう |」 と親しくしている審査員

の一人が飲み会の場で教えてくれた。「『受審

側のHACCPに 間違いがある |』 なんて指摘

をしたら,その会社の食品安全マネジメント

が間違った基礎の上に築かれている !と 宣言

するようなもんで到底認証を与えるわけには

いかないし(認証できなければ折角の金づる

をなくしてしまう),維持や更新審査でそん

34

， 憲

量

野

　

　

‘
驚

　

　

．
厳

角

ヂ

〉

浄

．

．
　

　

メ́

一　

．

各

露

ノ

一

搬
露

月刊フーードケミカル 2021-9



な指摘をしたら初回審査を行った自分の先輩

たちの仕事につばを吐きかけることとなるで

しよう?認証会社 としての仕事の一貫性 0継

続性がいかにいい加減であるか自ら証明して

しまうようなもんじゃあないの l」 とのこと

で,多少の酒が入っていたとはいえ,こ の言

葉は嘘偽 りのない真情の吐露であると感 じ

る。

もし自社のHACCP(ま たはHACCPを 包

含する認証規格)の有効性を確かなものにし

たいのであれば,一度危害要因分析に立ち返

り,そ こに埋設されてしまっている問題点は

ないのか,真剣なレビューを行わなければな

らない。自分の身を切るに等しい作業なの

で,それには強い痛みを伴う。誰しも自分

が在職している間にはやりたくはない。何

も気づかなかったことにして,退職まで穏

便に済ませたいと願ってやまない案件であ

ろう。会社の贈賄事件に気づいてしまった,

それに自分が世話になっている上司が深く関

与していることを知ってしまった。さらには

自分も一度はお招きにあずかった接待の席が

まさにその贈賄の舞台であったことを知った

社員の心情といえば,理解していただきゃす
いのではないだろうか。しかしながら,「 こ

うみ

こで膿を出し切らないと自社のHACCPは だ

めになる,つ らいことだが自分が率先してや

るしかない」と思う方がいるのであればお手

伝いする。HACCPを レビューする折に第三

者の意見がほしい, レビューするための力量

を磨 く研修がほしいという方がおられたら,

遠慮なく私どもに声をかけてほしい。
このようなシチユエーションでのパー ト

ナー選びには,過去に手引書作成事業にかか

わった個人・団体でばない方がよいことは自

明の理ではないかと思う。手引書作成とは

善意の産物以外の何物でもないのだろうが,

日本のHACCPを 間違った方向に推し進めて

きたのは, こういった善意の行為の集積こそ

が背景にある。やはり手引書に対して批判的
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な態度を維持している個人・団体の方が,真
の意味で頼りになるだろう。

3.検証面での問題

1)検証における経営改善の視点

HACCP(ま たはHACCPを 包含する認証

規格や二者監査規格)で は,(コ ーデックス

には規定されていないものの)内部監査 (ま

たはそれに相当する作業)と ,外部監査 (第

三者認証,二者監査)が検証の多 くの部分を

担っている。私 どもの内部監査員研修のな

かでも繰 り返 し強調 しているが,内部監査員

に対する評価には,会社の経営改善を (食品

安全 という側面から)担ってもらつていると

いう認識が不足 している。

内部監査員側のパフオーマンス不足だけが

その理由かといえば,経営層側にも内部監査

員からのアウトプット

を経営に生かしていこ

うという気構えが感 じ

られないので,卵が先

か鶏が先かの寓話にも

似て, どんどんと悪い

方向に向かいがちな傾

向を持つている(図 1)o     図1

経営層側の意識改革を促 し,「会社があな
たを内部監査員に任命するということは,あ
なたは将来,会社の経営を担うようになる人

材であると会社が期待しているということに
ほかならない |」 と,内部監査員に任命され
た人が周囲から羨ましがられるという風に

もっていかなければならない。

一朝一夕にこのような変化が起きるとは思
わないが,徐々にでも「HACCPと は経営改善。

経営改善に関わるメンバーは,会社にとって
は重要な人材」という図式ができていかねば,

「嫌々やらされている,大変なのに何も見返り
はない,で きることならさっさと終わらせて

自分の本来の職務に戻りたい」といった心情
を払しょくしていくことはできないだろう。

"No, y*a ba.ek +ffl ! rva* l:ere
h*farc y+ul"
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2)基準文書に対する考え方

そ して, 内音Б監査 にも夕ヽ音Б監査 にもいえ

ることだが,(手引書に代表される)基準文

書 に対 して も疑いを持て l」 と申し上げた

い。今 までの内部監査員研イ|ケ はすべて,基

準文書 と現物現場の証拠 (エ ビデンス)の 間

にギヤツプがあつたら是正処置リクエス トを

挙げなさい」と基準文書を金科玉条,「基準

文書には間違いがあるはずがない」との前提

に立った教条主義的な内容のものばかりだっ

た。しか し,次に述べ るように手引書が問

違っているということも頻繁にある。

以下に厚生労働省 と日本豆腐協会が作成 し

た豆腐製造業向けの手引書を引用する。

① 例1:厚生労働省の手引書

まず は厚生労働省 の手引書であるが

(図 2),充填豆腐を対象としていることはす

ぐに見て取れる。そのなかで生物学的危害要

因に着目すると,病原大腸菌とセレウス菌は

「重要な危害要因」,つ まり「“significant"と

なり得るから管理手段が必要」という理屈な

のだろう。しかし,通常の豆腐工場で採用さ

れている程度の工程「5。 煮沸」の条件では,

病原大腸菌は十分に殺滅できても,セ レウス

菌に対しては有効とはいえない。では,セ レ

ウス菌は工程「12.ボ イル」で殺減できるの

かといえば,こ れもまたセレウス菌の殺減に

は不十分で,こ の場合には工程「12。 ボイル」

と工程「13。 冷却」を組み合わせて (殺 しきれ

ないものの,す ぐに冷却して芽胞を目覚めさ

せないようにすることで),初 めて管理手段

として機能すると考えるのが妥当であろう。

② 例2:業界団体の手引書

次いで日本豆腐協会の手引書だが,さ す

がは業界団体で,豆腐の品種紹介 (図 3)と ,

本稿では引用しないがフローダイアグラムで

の工程解説などは充実している。しかし,本

来の手引書発行の大前提は「協会の専門家の

方で重要管理点は特定してくれているので,

中小零細の豆腐屋では一般衛生管理計画だけ

に注力してくれればよい」というものであつ

たはずだが,図 4に示すように,その専門家

が行ってくれたはずの重要管理点の選定とな

る「①大豆の煮沸温度 。時間の確認」は, も

ともとは大豆タンパクの熱変性,つ まり品質

愧)大壼の主な危害要惑

隋躙鑑躙
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HACCPの考え方を取り入れた
衛生管理のための手引書
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…裁財爾法人全国豆腐連き会
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図 3

図4 重要管理計画 (記入例)

(豆腐の腰 を据える)の ためであって,殺菌

は副次的な産物に過ぎない。また,大豆の煮

沸温度と時間は病原大腸菌の殺滅には過剰な

ほどだが,セ レウス菌を殺滅するにははるか

に及ばない。「帯に短 し,欅に長し」であるこ

とは言うまでもない。

ほかの手引書にもいえることだが,「第一

義の目的が品質達成であって,殺菌は二義的

なものである, という工程管理も多いことに

対する理解は,全体的に不足しているようで

ある。「②充填豆腐の加熱・殺菌温度および

時間の確認」は,厚生労働省の手引書に対し

ても述べたように,加熱と冷却が対であった

時にのみ,初めてセレウス菌に対しての抑制

手段として機能する。

「③チラー水冷却槽,冷蔵庫,販売ケース

の温度確認」については,ま ず,″ 昨今は街の

豆腐屋といえども店頭販売される商品は非常
に限定されている。ほとんどがただちにスー

パーや学校給食向けに出荷されているなか,

自社でできる温度管理にばかり惑渉すること

に, どれほどの意味があるというのだろう。

さらに,協会の手引書では冷蔵温度は

10℃ 以下とされているが,10℃ では病原大

腸菌やセレウス菌の増殖を完全には抑制でき

ない。であれば10℃ 以下であることを1日 に

何百回「確認」しても,管理手段としては機

能し得ないことになる。本来であれば「温度
と時間の組み合わせ」という累積暴露温度・

時間のような考え方が導入されてしかるべき
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だが,豆腐協会は,協会員にはそのような概

念を理解してもらい難いという懸念をお持ち

なのだろうか。「10℃ であれば消費期限3日

以内,5℃ 以下であればこれを4日 以上に伸

ばしても何ら問題はない」と,温度と時間の

2つの要素を操りながら導き出される累積暴

露温度・時間をこそCCPと するべきものと

考える。例えば充填豆腐であれば,(病原大

腸菌は殺滅されているものの)芽胞菌である

セレウス菌はしっかりとその中で生き延びて

いる。そのセレウス菌が毒素産生に至らない

ように,温度と時間の2つ を組み合わること

で管理する, というのが本来のCCPの考え

方である。

3)最新の基準文書を参照する

こういった手引書を参考に自社のHACCP
が組み上げられているとすれば,自社の基

準文書であるHACCPに も同様な誤診が埋

設されてしまっていることになる。今後は,

基準文書とエビデンスの間にギヤップをみつ

けたら,今までのように「基準文書どおりに

なっていないことが間違いである」と一方的

に決めつけるのではなく,「基準文書とエビ

デンスのどっちが間違っているのか ?」 の検

討を行うというのが,内部監査員 0外部監査

員どちらにも求められていく態度になってい

くことだろう。

HACCPに関わる者のなかでは,解釈の

ためのバイブルとして位置づけられるISO

22000ですら定期的に改訂が行われる。人類

の英知の結晶であるISOで すら改訂版が上

梓された途端に陳腐化のスイッチが押され

(も つと日の悪い人は,改訂作業中にすでに陳

腐化が始まっている…:と までいう),「このま

までは矛盾点ばかりで立ち行かなくなってし

まう」となったら次の改訂作業の開始となるわ

けなのだから,基準文書は決してその時代の

期待感には追い付けてはいない。であれば「基

準文書とよばれるものすべてに陳腐な箇所が

あるかもしれない」と端から疑ってかかる態

度が求められているといつていいだろう。

図5は私が若かった頃に自虐

的なジョークとして使っていた

ものだが,ボス (基準文書)が間

違えることもある。そのままボ

スのいうことに盲従するのか,

(言 い方はどうであれ)ボスを

正 しい方向に導こうとするのか   図5

は,監査員の力量と人生観に懸かっている。

4)厚生労働省の手引書の位置づけ

医薬生食監発0615第 1号 (2021年 6月 15日

発)では,厚生労働省の手引書の作成支援お

よび確認のなかに「(4)厚生労働省から各都道

府県等への手引書の通知・公開」として「厚

生労働省は,食品衛生管理に関する技術検討

会が内容を確認した手引書を都道府県等に通

知 し,都道府県等は手引書を踏まえて監視指

導を行う。また,厚生労働省のウェブサイト

に掲載するなどして手引書の周知を図る」と

まで書かれている。既存の手引書 こそが錦

の御旗であって ,手引書に従わぬものはすべ

て逆賊である, というような取 り扱いすら始

まりかねない。

表 1は 農林水産省が紹介 した支援 ツール

である。農水省では「その効果を認定 してい

るわけではない」と添え書 きているものの,

表 1
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HACCP支援ツールが続々と登場し,基準文

書を疑うことなどもってのほか,基準文書

が「例えばこんな文書」と暗示する付帯文書

類の作成に汲々とするのを是とするような同

調圧力が形成されていくと,監査員が基準文

書を疑ってかかるということは現実には非

常に困難となっていくだろう。無言・無形

の理不尽な強制力があふれ返り,国策である

HACCPが有効性の乏しい方向に誘導されて

いく。これは国家としての損失以外の何物で

もない。

まるで厚生労働省と農林水産省の二省が連

携したかのような,こ うした動きが拡散しな

いかと不安に思っていたら,案の定,ある自

治体で,次のような無料のVODセ ミナーが開

催された。自治体の担当者は,厚生労働省の

ウェブサイトに掲載されたとある団体の手引

書を忠実に音読するのに徹した挙句,バ トン

を事業者に引き渡して,事業者はその支援 (ア

ドバイスやツール)がいかに素晴らしいかの体

験談を顧客たちに語らせるというものまで出

てきたとあっては,筆者の予感するところは,

寝苦しい夏の夜の辻棲の合わない浅い夢など

ではなく∫正鵠を射た正夢なのではないだろ

うかとさえ感じることがある。繰り返しとな

るが,手引書が聖書であって,それ以外の書

物はすべて邪教の所産であるといった魔女狩

りにも似た風潮を生み出さないためにも,わ
れわれは踏ん張っていかなければならない。

5)監査員に求められる資質

第三者認証・二者監査についていえば,

「何となくだけど認証を取っていた方がいい

ような気がする」とか「あそこの二者監査に

通ったといえば,さ すがといわれるらしい」

といったムードに支配された受審の時代は去

り,IS0 9001で すでに起きつつあるように

「受審するのか・しないのか」「受審するにし

ても,そ の後,維持するのか 。しないのか」

「それに見合う利益は上がっているのか」と

いった費用対効果の観点からの厳しい評価と

特集l HACCPの実践的な構築・運用

いう,新たな視線が経営層から投げかけられ

てくるだろう。

望むと望まざるにかかわらず,経営への関

わり方が期待感を持って示されるようになっ

ていくに違いない。審査・監査に当たって

アドバイスはできない (あ るいは,し にくい)

という事情はあるが, 自分の報告が受審側の

経営に貢献しているかどうかを常に頭の片隅

に置いておくことは望まれる。受審側のマ

ネジメントレビューのなかで自分の報告が記

録され,それに対して受審側の経営者から好

意的な評価がなされているかどうかを常に気

にしながらの審査・監査となっていくことだ

ろう。「監査の中立性を守る」などといった偏

狭な正当化願望でこの提案をはねつけるので

はなく,監査依頼者も受審側もどちらも社会

の構成員であるのだから,両者がともに繁栄

していけるように計らうことで,社会全体の

幸福に寄与するといえば理解してもらいやす
いのではないだろうか。`

特に二者監査についていえば,今までは

まったくの無法地帯だったといってよい。

監査依頼者の意向ばかりが尊重され,受審側

の利益がまったく顧みられていなかったとい

うのが現実ではないか。日本の食品産業と

いう社会には,企業城下町である́とか, 自社

を頂点に中請け・下請け企業のピラミッド構

造を作 り上げるような支配力を持った大企業

は存在 しておらず,長年「お互い様」といっ

た均衡状態が維持されてきたのだが,グロー

バル化を受けて海外の巨大企業が進出してき

て,ま るで黒船のように開港要求を突きつけ

た。何よりも,商流のなかでの存在感を増

しかつグローバル企業の手口を取り入れた大

手小売業の要求には,や はり「企業城下町が

すでに形成されたのではないか ?」 と思わせ

るものがある。しかしながら,監査依頼者の

意向ばかりを尊重して,受審側の利益を無視

する (ど ころか不幸にまで陥れる)体制が永

続していくはずはない。
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今後,二者監査の監査員に対しては,「受

審側の身の丈に合った是正処置リクエストし

か出さない」「監査依頼者側に購入の意図が薄

いのであれば,あ えて是正処置リクエス ト

を出さない」など,自 らの采配の下に調停を

行うようになっていくのではないだろうか。

単に雇われ監査員として自己保全だけを頭に

乗り込んでいき,監査依頼者の意に沿う報告

ばかりを上げることに熱中するのではなく,

監査依頼者と受審側の間を取り持ち,両者に

とっての最適解を模索することに軸足を移し

ていくべきではないだろうか。

現在,「雇われ監査員としての地位は低く,

安くこき使われているのに,そんなことを言

われても」と戸惑いが隠せないだろうが,実
は私たちが目指している (少 なくとも気にし

ている)SDGsも ,そ んな大層なもの,高尚

なものではなく, 日常できる小さな努力の

積み上げをもって前進していくものではな

いだろうか。「今回の監査では失敗したけれ

ど,次回監査ではごくわずかであっても両者

にとっての最適解の方向に進めてみよう」と

思ってみる。そんな小さな反省の積み上げが,

真の意味のSDGsを実現していくのではない

だろうか。

4口 あとがき

HACCPは大きなパラダイムシフトを日本

にもたらしたといえるだろう。社会として

のリスクマネジメントの一つとして食品安全

リスクを管理していく一一一本来はそのよう

な大義を目指すための志の一つであつたは

ずだ。しかし,いつの間にか大義が小義に置

き換えられme,me,   潔轟轟鸞
me一一常に自分のた ず纂‐T嵐

‐ツシ騨鴨ポ

めにHACCPを どう利

用するかの方に軸足が

移ってしまってきた。

今回の寄稿では,あ
えて「みんな本当は赤

信号で渡っちゃダメだ

とわかっているんだ

よ。それでもみんなが渡ってるんだから,そ
んなに目くじら立てなくても,それでいいん

じゃないの ?」 といつた大人のゲームに小学

生の目線で異議を唱えさせてもらった。

食品品質プロフェッシヨナルズでは 具体

的な提案を盛 り込んだ内部監査員研修・外部

監査員研修 も準備 してお り,そ れが皆様 と

の活発な討議の場 となることを願っている

(http://qp亀 .orojp)。

ひろた・てつま

一般社団法人食品品質プロフェッシヨ

ナルズ代表理事

ネスレのグローバル組織で海外勤務を

13年経験。関西大学特任教授 として食

品安全を教えるかたわら自ら創設 した一般社団法人食

品品質プロフェッショナルズの代表理事 となって現在

に至る。

:華::主 な業績 :『 フー ドディフェンス対策 と食品企業の取

り組み事例』(共著),(日 本規格協会出版,2013)/『 フー

ドディフェンス 従業員満足による食品事件予防』 (共

著),(日 科技連出版社出版,2014)/『 実践版 使える

HACCP』 (編集),(環境科学研究所出版,2019),ほ か
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